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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１０月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年６月８日 １３時００分ごろ 

発生場所 石川県輪島市舳
へ

倉
ぐら

島南方沖 

舳倉島灯台から真方位１８０°５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３７°４６.１′ 東経１３６°５５.０′） 

事故調査の経過 平成２２年９月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第２１朝
あさ

日
ひ

丸、１９トン  

   ＩＫ２－５５８６（漁船登録番号）、個人所有 

   １８.１３（Lr）ｍ×４.４２ｍ×１.６０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４７８.０８kＷ、平成５年１０月２０日 

Ｂ 引船 第八喜
き

多
た

丸、１９トン  

   ２６０－３４９４６石川、株式会社喜多組 

   １５.００（Lr）ｍ×５.００ｍ×１.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６６１.９５kＷ、平成８年３月 

Ｃ 台船 第３喜
き

多
た

丸、約６３６トン  

   なし、株式会社喜多組 

   ４０.００ｍ×１８.００ｍ×２.５０ｍ、鋼 

   機関なし、平成３年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

     免 許登録日 昭和５０年１１月７日 

     免許証交付日 平成１８年１月１６日 

（平成２３年３月７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

     免 許登録日 平成４年３月１０日 

     免許証交付日 平成１９年１月９日 

（平成２４年３月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部破口 
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Ｂ なし 

Ｃ 右舷前部のウインチ起動機損傷、ハッチカバー曲損等 

 事故の経過 Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、舳倉島南方沖を約１０ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により西北西進

中、船長Ａが、１２Ｍと３Ｍレンジに設定した２台のレーダー画面に

Ｂ船の映像を認め、その後、南進中のＢ船を視認し、Ｂ船が船首方を

通過すると思い、Ｂ船がえい
．．

航していたＣ船に気付かずに航行を続

け、平成２２年６月８日１３時００分ごろ、舳倉島の南方沖におい

て、Ａ船の船首部がＣ船の右舷前部に衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、作業員５人、衛生車４台とク

レーン車１台を積載したＣ船をえい
．．

航して引船列（以下「Ｂ船引船

列」という。）を構成し、舳倉島南方沖を約４～６kn の速力で自動操

舵により南進した。 

船長Ｂは、６Ｍレンジに設定したレーダー画面に漁船群の映像を認

め、左舷方に漁船群を視認したが、Ｂ船引船列の速力が遅いため、ふ

だんと同じように漁船群がＢ船引船列を避けてくれると思い、見張り

を行いながら同じ針路、速力で航行中、漁船群の中にいたＡ船が接近

したので汽笛を吹鳴したが、同じ針路で航行してきたことから、Ｂ船

引船列のえい
．．

航索に衝突すると思い、Ｃ船の船尾方を通過させようと

し、機関を全速力前進としたが、Ｃ船とＡ船が衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ２、視程 約２Ｍ 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

日本海中部能登沖に海上濃霧警報発表中 

 その他の事項 

 

Ａ船及びＢ船は、視程の状況にかかわらず、ふだんからレーダーを

使用していた。 

船長Ａは、窓を閉じた操舵室で操船していた。 

海上濃霧警報が発表されていたが、薄くもやがかかる程度だった。

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、舳倉島の南方沖を西北西進中、船長Ａが、レーダー画面に

Ｂ船の映像を認めた際、Ｂ船が船首方を通過するものと思い、Ｂ船引

船列のＣ船に気付かずに航行したことから、Ｃ船と衝突したものと考

えられる。 

Ｂ船引船列は、舳倉島の南方沖を南進中、船長Ｂが、Ａ船をレーダ

ー画面で認めたのち、左舷方にＡ船を含む漁船群を視認し、Ａ船がＢ

船引船列を避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行してい

たところ、Ａ船が接近したので、汽笛を吹鳴し、Ｃ船の船尾方を通過

させようとして機関を全速力前進としたが、Ｂ船引船列のＣ船とＡ船
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とが衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、舳倉島の南方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船引船

列が南進中、船長Ａが、Ｂ船引船列のＣ船に気付かずに航行したた

め、Ａ船とＣ船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・接近する船舶の行動に疑問を感じた場合、十分余裕のある時期に注

意喚起信号を行うこと。 

・視界が悪い海域を航行する場合には、操舵室の窓等を開けるなどし

て他船の汽笛に注意すること。 

 




